
第２回 地元協議会 質疑等・回答一覧 

開催日：令和４年３月２６日 

 

定例報告 

 

質 疑 等 回   答 

（シート 7） 

飛灰について、薬剤等で固化する必要がな

く、搬出できるようにしたと報告がありまし

たが、搬出先はどこになりますか。 

また、飛灰を固化せず搬出しても特に問題は

ないのでしょうか。 

 

搬出先は日の出町にございます「東京た

ま広域資源循環組合」となっています。 

飛灰のサイロにホースを直接つないで特

殊車両に積み込み、運搬するので安全上

の問題はありません。 

 

（シート 11） 

構成市処理区域内の人口が増えている一方

で、ごみ搬入量は減っていますが、この原因

は何でしょうか。 

 

市民の方々がごみの減量や分別等に取り

組まれている影響と思われますが、コロ

ナ禍の影響によりライフスタイル、ビジ

ネススタイルが変わり、ごみの性状に変

化が見られます。 

 

（シート 29） 

町田市の可燃ごみ処理支援は令和 4年 4月か

ら令和 8年まで実施されると説明をいただき

ましたが、町田市の負担額について伺いた

い。 

 

また、この支援によってごみの搬入量や搬入

車両の台数はどのくらい増えますか。 

町田市が負担する金額については、 

1t当り 35,000円ですので、1kg当り 35

円となります。 

 

搬入量は、年間最大 10,000tを上限とし

ています。 

搬入車両の台数は、月～金曜日の間に、1

日に 10tコンテナ車で約 6台入ります。

くわえて、水曜日には、3tのごみ運搬車

が 15台、軽トラックの運搬車が 2台入る

と町田市から伺っています。 

 
 

（続く） 

 



定例報告（続き） 

質 疑 等 回   答 

（シート 28） 

八王子市や町田市にも清掃工場があると思い

ますが、多摩清掃工場の処理能力に余力があ

るから区域を拡大するということでしょう

か。どういう意図で区域再編をしたのか伺い

たい。 

多摩清掃工場は 200t/日の炉が 2炉ありま

すが、ごみ量が減ると清掃工場を運営し

ていくうえで、機能が著しく低下してし

まいます。 

清掃工場を支障なく運営する最低限のご

み量の目安が年間 54,000ｔとなります。

ごみ量が少ないと、炉を止める期間が増

え、炉が長い間止まると機械の劣化が進

み、発電もできなくなります。 

このため、最低限運営に必要なごみ量

54,000ｔを確保することを目的に区域再

編を進めさせていただきました。 

 

（シート 25） 

東京都との災害時における施設使用等に関す

る協定について、災害時に他県からの救出救

助機関への協力要請に対応するということで

したが、その災害によって多摩市も大きな被

害を受けていた場合、他県からの要請に応じ

る余裕がない状況も想定されますが、他県か

らの要請が優先されるのでしょうか。 

東京都とは、こちらの地域が被災したと

きに他県からの救出救助活動部隊の活動

拠点として、多摩清掃工場の運転に支障

のない範囲で協力体制をとる、という内

容で調整を進めています。 

例えば自衛隊は野営等ができるためその

活動拠点は特段用意しなくてもいいです

が、警察や消防、DMAT等は駐車や寝泊ま

りする場所が必要となります。いわゆる

人命救助のライフラインと言われる 72時

間以内の活動を想定しています。また、

救出救助活動に必要な資機材も事前に保

管する予定です。 

あくまでも工場運転が第一ですので運転

に支障のない範囲でできることは最大限

の協力をしていきたいという内容となっ

ています。 

 

 



連絡調整 

 

（続く） 

 

質 疑 等 回   答 

（シート 48） 

視察研修には、我々地元協議会委員も行くと

いうことでしょうか。何を学ぶのでしょう

か。 

ごみ処理だけでなく、地域貢献している最

新施設を視察することを目的としていま

す。組合で主催する予定ですが、地元協議

会委員の皆さまと一緒に視察研修に行けれ

ばと考えています。 

また、自治会等で視察研修の情報を共有し

ていただき、興味がある方には、地元協議

会委員ではなくても同行していただければ

と考えています。 

 

（シート 41） 

環境性能について、二酸化炭素排出量が年間

4,000ｔ減少とありますが、どことの比較に

なるのでしょうか。 

発電量が増えると二酸化炭素排出量が減る

仕組みとなっています。 

現在のごみ処理量を高効率な発電ができる

最新施設に当てはめた場合の数値と、現工

場の実際の数値を比較しています。 

 

（シート 48） 

視察研修の時期が毎年 3月頃となっています

が、この地元協議会自体が 8月と 3月で開催

される予定になっており、どんな考え方を持

って施設研修の日程を 3月頃としているのか

伺いたい。 

自治会等で地元協議会委員が選出される時

期が 5月から 6月頃と伺っていますので、8

月の地元協議会では今回の定例報告の内容

を報告し、その後、この多摩清掃工場を見

学していただこうと考えています。 

3月は、年度の終わりで報告できる内容

や、来年度の予定等を協議会で報告し、併

せて、皆さまと一緒に最新施設の視察研修

に行きたいと考えています。 

意図としては、8月にまずはこの工場を知

っていただいて、その後 3月に最新施設を

見ていただいて意見交換し、次に繋げると

いうイメージで視察研修の時期を 3月とさ

せていただきました。 



連絡調整（続き） 

 

 

 

質 疑 等 回   答 

（シート 33～35） 

現時点で判明している範囲で構わないので、

概ねの施設の建替え時期について伺いたい。 

現時点で、この施設は令和 14年度まで使え

るように延命化工事を行っています。その

先どのくらい施設を使用できるか、性能維

持を最優先に、費用面も考慮してシート 33

～35の検討を行いました。 

しかし、建替え時期については明確には決

めていません。来年度以降、構成市である

八王子市、町田市、多摩市と調整しながら

決めていくことになると思います。 

 


